


平成１２年度から始まった介護保険制度は、３年ごとに制度改正が行われています。

令和６年度（２０２４年度）からの主な改正点は次のとおりです。

●令和６年度から令和８年度（第９期）の介護保険料が決まりました。

介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和３年度から令和５年度（第８期）と比べて介護保険料

の所得段階が多段階の設定になったことにより、より所得に応じた介護保険料となりました。なお、

所得の低い方に対しては、引き続き公費による負担軽減が図られています。

●介護報酬が改定されました。

介護職員の処遇改善等のため、介護報酬の改定率はプラス１．５９％となり、令和６年度介護報

酬改定で介護保険サービスにかかる費用が変わりました。そのため、サービスを利用したときに支

払う利用者負担も変わります。

●介護予防ケアプランの作成を居宅介護支援事業所にも依頼できるようになりました。

今までの地域包括支援センターに加えて、これからは、市町村から介護予防支援の指定を受けた

居宅介護支援事業所に、介護予防ケアプランの作成を直接依頼できるようになりました。

●福祉用具貸与の対象用具の一部について、貸与または購入を選択できるようになりました。

今まで福祉用具貸与の対象となっていた、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖

（松葉杖を除く）と多点杖の利用方法について、貸与または購入を選択することができます。

●介護保険施設を利用したときの居住費の基準費用額が変わります。（令和６年８月から）
光熱水費等の高騰に対応して、在宅で生活する人との負担の均衡を図るため、介護保険施設（介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）を利用する際（ショートステイを含む）に支払

う居住費（滞在費）の基準費用額が、１日当たり６０円ずつ増額となります。なお、食費に変更は

ありません。

これに伴い、所得の低い方に対する所得区分に応じた負担限度額の金額も変更となります。



あい

まずは、岬町社協地域包括支援センター（📞０７２－４２５－９０５８）や岬町役場高齢福祉
課（📞０７２－４９２－２７０３）に相談しましょう。

●介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する場合
介護サービス、介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービス・通所

型サービス）の利用を希望する場合や、支援や介護が必要と思われる場合は「要介護認定」の申

請をします。→２．「申請する」へ

●「一般介護予防事業」の利用を希望する場合
要介護認定を受けなくても、介護予防のための体操教室等に参加することができます。

相談する １

あい

●認定調査／主治医意見書
岬町の職員が自宅や入所施設等を訪問し、心身の状況について本人や家族等から聞き取り調査

を行います。

また、主治医に心身の状況について意見書（主治医意見書）を作成してもらいます。主治医が

いない場合は岬町の指定した医師が診断します。

●審査・判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査

会」で審査され、介護を必要とする度合い（要介護状態区分）が判定されます。

要介護認定が行われます ３

あい

介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、岬町役場高齢福祉課に「要介護認

定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合

などには、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に、申請を

代行してもらうこともできます。また、６５歳以上の人は介護が必要になった原因は問われませ

んが、４０歳から６４歳までの人は老化が原因とされる病気（特定疾病）により介護が必要であ

ると認定される必要があります。

申請する ２



あい

●要介護１～５
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、ケアプラン

（介護サービス計画）を作成します。サービス内容が決まったら、サービス事業所と利用の契

約をします。特別養護老人ホーム等の施設サービスを利用する場合は、入所を希望する介護保

険施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。

●要支援１・２
地域包括支援センターまたは介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者に、介護予防

ケアプラン（介護予防サービス計画）の作成を依頼します。

※介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスまたは通所型サービスのみの利用の場合

は、地域包括支援センターに依頼します。

ケアプランを作成します ５

あい

サービス事業者に被保険者証と負担割合証を提示して、ケアプランにもとづいた介護保険

サービスを利用します。利用者負担は介護サービスにかかった費用の１割です。一定以上の所

得がある場合は２割、または３割です。

サービスを利用します ６

あい

認定は有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更

新などの申請をしてください。

有効期間が過ぎる前に ７

あい

認定結果は、原則として申請から３０日以内に、「認定結果通知書」で通知されます。要介

護状態区分の記載がある介護保険被保険者証が交付されますので、内容を確認しておきましょ

う。なお、認定までに３０日以上を要すると見込まれる場合は、「介護保険要介護認定・要支

援認定等延期通知書」を郵送し、認定までに要する見込み期間とその理由をお知らせします。

認定結果の通知 ４



介護保険で利用できるサービスには「在宅で利用する」「通って利用する」「施設に入所する」

など、利用者の状況に合わせた様々な種類があります。在宅で利用する場合は、利用者の希望に合

わせ、サービスを組み合わせて利用することもできます。地域密着型サービスは、原則として所在

市町村の住民（被保険者）が利用できます。

自己負担のめやすは、１単位あたりの地域単価を１０円、自己負担額は１割として計算しており、

介護度や利用時間により異なります。また、わかりやすくするために加算等は除いて計算していま

す。なお、岬町内にはない介護サービスも掲載しています。







施設サービスを利用した場合の利用者負担

施設サービス費用の一部（利用者負担）と居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。

１．居住費(滞在費)、食費のめやす【日額】
利用者の負担額は施設との契約により決まり、施設により異なります。世帯に住民税を課税されている方

がいる場合は、下表の金額が標準的な費用となります。

多床室（相部屋）の場合は、光熱水費相当、ユニット型個室（少人数ごとに共有リビングあり）など個室

の場合は室料と光熱水費が居住費（滞在費）に含まれます。

※(1)は特別養護老人ホーム・短期入所型生活介護の場合、(2)は介護老人保健施設・介護療養型医療施設・

介護医療院・短期入所療養介護の場合の額です。

２．所得の低い方は居住費(滞在費)・食費の負担限度額【日額】が軽減されます
所得の低い方は、申請による負担限度額認定がされた場合、下表の限度額までの負担となります。

※一定以上の預貯金などの資産がある方は対象外となります。

※世帯分離していても、配偶者が課税の場合は対象外となります。

※(1)は特別養護老人ホーム・短期入所型生活介護の場合、(2)は介護老人保健施設・介護療養型医療施設・

介護医療院・短期入所療養介護の場合の額です。



●利用者負担の割合
サービスを利用した場合、原則として費用の一部を負担して、残りは介護保険から給付されます。

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や

医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る

雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から１０万円を控除

した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得

及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した金額を用います。

※課税年金収入額とは、老齢（退職）年金など、課税対象となる公的年金等の年金額のことです。

※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のこ

とです。

※６４歳以下の第２号被保険者、生活保護法に規定する被保護者は１割負担です。

●居宅サービスの利用者負担

居宅で受けるサービスには、要介護状態の区分ごとに１か月あたりの支給限度額が定められて

います。限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。ただし、

施設に通ったり、宿泊したりするサービスについては、食費や滞在費などの費用も自己負担となり

ます。

※表の支給限度額は、１単位＝１０円で算出しています。

要介護状態区分 支給限度額（１か月）

要支援１ ５０，３２０円

要支援２ １０５，３１０円

要介護１ １６７，６５０円

要介護２ １９７，０５０円

要介護３ ２７０，４８０円

要介護４ ３０９，３８０円

要介護５ ３６２，１７０円



利用者負担を軽減します（申請が必要です）

１．サービスの利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世

帯合計額）が上限を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給さ

れます。

●利用者負担の上限

※市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

２．介護保険と医療保険の利用者負担額が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費（介護保険）、

高額療養費（医療保険）を適用したあとの年間（８月１日～翌年７月３１日）の自己負担額を合

算して下記限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

課税所得６９０万円(年収約１，１６０万円)以上 １４０，１００円 (世帯)

課税所得３８０万円(年収約７７０万円)以上
６９０万円(年収約１，１６０万円)未満

９３，０００円 (世帯)

課税所得３８０万円(年収約７７０万円)未満 ４４，４００円 (世帯)

４４，４００円 (世帯)

２４，６００円 (世帯)

１５，０００円 (個人)

１５，０００円 (世帯)

　　●課税年金収入額+その他の合計所得が８０万円以下の人
　　●老齢福祉年金の受給者

生活保護の受給者
利用者負担を１５，０００円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

上限額（世帯合計）利用者負担段階区分

市町村民税が課税の世帯で、
右記に該当する６５歳以上の人が
世帯にいる場合

一般（住民税課税世帯で、上記３区分に該当しない場合）

市町村民税が非課税の世帯等

●７０歳未満の人がいる世帯

所得区分 限度額

基礎控除後の所得が９０１万円超 ２１２万円

基礎控除後の所得が
６００万円超９０１万円以下

１４１万円

基礎控除後の所得が
２１０万円超６００万円以下

６７万円

基礎控除後の所得が
２１０万円以下

６０万円

市町村民税
非課税世帯

３４万円

●７０歳以上の人がいる世帯

所得区分 限度額

課税所得６９０万円以上 ２１２万円

課税所得３８０万円以上
　　　　　６９０万円未満

１４１万円

課税所得１４５万円以上
　　　　　３８０万円未満

６７万円

一般 ５６万円

低所得者Ⅱ ３１万円

低所得者Ⅰ １９万円


